
別 表 第 ３ （ 第 ７条 第 １ 項 第 １ 号 ）  

（ 日 中 一 時 支 援 に 要 す る 費 用 の 算 定 基 準 ）  

区分 一日あたりの提供時間 基準単価(円) 

１ １時間以上２時間以内 ７９０ 

２時間を超え４時間以内 １，２７０ 

４時間を超え８時間以内 ２，５２０ 

８時間を超えるとき ３，７７０ 

２ １時間以上２時間以内 ７９０ 

２時間を超え４時間以内 １，６００ 

４時間を超え８時間以内 ３，２００ 

８時間を超えるとき ４，８００ 

３ １時間以上２時間以内 １，４８０ 

２時間を超え４時間以内 ２，２８０ 

４時間を超え８時間以内 ４，５５０ 

８時間を超えるとき ６，８３０ 

備考 

１ 提供時間が２時間以上であって，支給決定に係る障害者等に対して計画を

立て，食事の提供 (規則第１１条第１項の規定による地域サービス事業所

（以下「地域サービス事業所」という。))において，調理等を行うものに限

る。以下同じ。) を行った場合は，１食につき４２０円(１日あたり２食を

限度とする。)を加算する（食事提供加算）。 

２ 喀痰吸引，経管栄養，導尿，その他市長が認める医療的ケア(以下「医療

的ケア」という。)を必要とする障害者等（以下「医療的ケア障害者等」と

いう。)に対して，看護師が当該医療的ケアを行った場合は，次の表の左欄

に掲げる提供時間に応じ，それぞれ同表右欄に掲げる額を加算する（医療ケ

ア加算）。 

一日あたりの提供時間 加算額(円) 

１時間以上２時間以内 ２，５５０ 

２時間を超え４時間以内 ５，７６０ 

４時間を超え８時間以内 ９，５２０ 

８時間を超えるとき １１，２５０ 

３ 支給決定に係る障害者等に対して，その居宅等と地域サービス事業所との

間の送迎を行った場合は，片道につき２７０円(医療的ケア障害者等にあっ

ては１，２７０円)を加算する（送迎加算）。 



４ 同一の日に同一の敷地内で法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サー

ビス(法第５条第７項に規定する生活介護，同条第１２項に規定する自立訓

練，同条第１３項に規定する就労移行支援及び同条第１４項に規定する就労

継続支援(以下「指定障害福祉サービス」という。)に限る。)，法第５条第

２５項に規定する地域活動支援センター又は障害児通所支援(以下「通所系

指定障害福祉サービス等」という。)に係るサービスの提供後に，当該サー

ビスの提供を受けた者に対して日中一時支援に係るサービスの提供を行う場

合は，１日につき当該通所系指定障害福祉サービス等を６時間以上提供し，

かつ当該通所系指定障害福祉サービス等の開所時間(当該通所系指定障害福

祉サービス等の提供時間)外に当該日中一時支援を１時間以上提供した場合

に限り，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の

額の算定に関する基準(平成 18 年厚生労働省告示第 523 号)別表の第 6 の 11

に規定する延長支援加算の算定ができない範囲において費用の算定を行うも

のとする。ただし，当該通所系指定障害福祉サービス等の提供を行う前に相

当程度見守り等の行為を行う必要がある場合であって，市長が特に認めると

きはこの限りでない。 

５ 同一の日に２回以上の日中一時支援に係るサービスの提供を行う場合は，

当該サービスの提供は，同一の地域サービス事業所に限るものとし，１回あ

たりの提供時間が 1 時間以上のサービスに限りその時間を合算して費用の算

定を行うものとする。 

 

別 表 第 ４ （ 第 ７条 第 １ 項 第 ２ 号 ）  

（ 移 動 支 援 に 要 す る 費 用 の 算 定 基 準 ）  

区分 提供時間 基準単価(円) 

身体介

護あり 

１０分以上３０分未満(以後３０分

を増すまでごとに４時間まで) 

１，５１０ 

４時間を超えるときは，その超える

時間３０分までごとに 

１，０１０ 

身体介

護なし 

１０分以上３０分未満(以後３０分

を増すまでごとに) 

１，０１０ 

備考 

１ 身体介護ありの区分の支給決定に係る障害者等において，１日の算定時間

が地域サービス事業所につき１．５時間未満の場合には１日１，０００円を

加算する。 

２ 別表第２の身体介護なし(入浴時等介護あり)区分の支給決定に係る障害者

等に対して入浴，プール等の移 動 支 援 に係るサービスの提供を行った場合

は，当該提供に要した時間(４時間を超えない範囲に限る。)につき，身体介

護ありの基準単価を算定する。 

３ 規則第２条第７号の市長が別に定める外出は次の要件を満たすものとし，

要件を満たさない場合は費用の算定は行わないものとする。 

項目 要件 

ヘルパー 市長が別に定める従業者並びに設備及び運営に関する基準の規定

を満たす者 



目的 市長が別に定める支給決定基準の規定を満たす外出目的であるも 

の 

内容 １ 移動支援に係るサービスの提供の開始又は終了は，自宅又は

自宅外のいずれも費用の算定を行えるものとする。 

２ 自宅外から移動支援に係るサービスの提供を開始する場合又

は終了する場合には，当該サービス提供を行わない自宅から現

地までの移動に関する交通費と介護者の人件費相当は特定費用

とする。この場合における人件費相当は１時間あたり１，５０

０円程度を目安とする。 

３ 指定事業者が用意する福祉有償車両等で移動する場合，運転

者の他に別に介護者がいない場合は当該車両移動中は算定対象

としない。 

４ ヘルパーは，移 動 支 援 に際し安全に必要な情報提供や公共

交通機関等を利用する際の運賃等の情報提供を行い，また障害

者に危険が及びそうな場合は，直接的な方法で危険回避を行う

ものとする。身体介護を伴う移 動 支 援 を行う場合には，これ

に加え移動そのものに直接的な支援（車椅子を押す等），食事

排泄入浴等に必要な場合には介助を直接行うものとする。 

 

別 表 第 ５ （ 第 ７条 第 １ 項 第 ３ 号 ）  

（ 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 算 定 基 準 ）  

区分 基準単価(円) 

看護職員配置あり １３，１８０ 

看護職員配置なし １２，５２０ 

備考 

 規則第２条第８号の市長が別に定める介護は次の要件を満たすものとし，要件

を満たさない場合は費用の算定は行わないものとする。 

項目 要件 

内容 市長が別に定める従業者並びに設備及び運営に関する基準の規定

を満たす内容 

 

別 表 第 ６ （ 第 ７条 第 １ 項 第 ４ 号 ）  

（ 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 支 援 （ 基 礎 的 事 業 ） に 要 す る 費 用 の 算 定 基 準 ）  

区分 提供時間 基準単価(円) 

１ １時間以上２時間以内 ２，１１０ 

２時間を超え４時間以内 ２，８２０ 

４時間を超え６時間以内 ３，５２０ 

６時間を超えるとき ４，３００ 

２ １時間以上２時間以内 ２，３００ 

２時間を超え４時間以内 ３，０６０ 



４時間を超え６時間以内 ３，８２０ 

６時間を超えるとき ４，６１０ 

３ １時間以上２時間以内 ２，４８０ 

２時間を超え４時間以内 ３，３００ 

４時間を超え６時間以内 ４，１２０ 

６時間を超えるとき ５，６００ 

備考 

１ 市長が別に定める基準により指定を受けている本市の区域内に所在する地

域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)には，次のと

おり加算する（職員配置加算(機能強化事業)）。ただし，基礎的事業若しく

は備考４又は備考５の規定による加算が算定できる日に限り，算定できるも

のとする。 

地域活動支援センターの類型 算定基準及び加算額(円) 

Ⅰ型事業 １，５００ 

Ⅱ型事業 １，０００ 

Ⅲ型事業 ７５０ 

２ 提供時間が２時間以上であって，支給決定に係る障害者等に対して計画を

立て，食事の提供を行った場合は，１食につき４２０円(１日あたり２食を

限度とする。)を加算する（食事提供加算）。 

３ 支給決定に係る障害者等に対して，その居宅等と地域サービス事業所との

間の送迎を行った場合は，片道につき２７０円を加算する（送迎加算）。 

４ 支給決定に係る障害者等が欠席した日に，電話により相談支援を実施した

場合は，１日につき９４０円を加算する（欠席時支援加算（電話））。ただ

し，当該支給決定に係る障害者等ごとに，１月につき６日を限度とする。 

５ 支給決定に係る障害者等が欠席した日に，当該支給決定に係る障害者等の 

居宅を訪問して相談支援を実施した場合は，１日につき２，８００円を加算

する（欠席時支援加算（訪問））。ただし，当該支給決定に係る障害者等ご

とに，１月につき４日を限度とする。 

 

６ 同一の日に同一の敷地内で指定障害福祉サービスに係るサービスの提供後

に，当該サービスの提供を受けた者に対して地域活動支援センター支援に係

るサービスの提供を行うことはできない。 

７ 同一の日に指定障害福祉サービスに係るサービスの提供後に，当該サービ

スの提供を受けた者に対して，当該指定障害福祉サービスを提供した事業所

と同一の敷地外に所在する地域サービス事業所において地域活動支援センタ

ー支援に係るサービスの提供を行う場合は，原則として１日につき当該指定

障害福祉サービスを６時間以上提供し，かつ当該地域活動支援センター支援

を１時間以上提供した場合に限り，費用の算定を行うものとする。 

８ 同一の日に複数の地域活動支援センター支援に係るサービスの提供をする

ことはできない。 

９ 障害児通所支援に係るサービスの提供を受ける者に対して，地域活動支援



センター支援に係るサービスの提供をすることはできない。 

別 表 第 ７ （ 第 ８ 条 ）  

支 給 決 定 障 害 者 等 の 区 分  
地 域 生 活 支 援 サ ー ビ ス

の 負 担 上 限 月 額  

・ 非 課 税 世 帯 に 属 す る 者 及 び 生 活 保 護 法 （ 昭

和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 被 保 護 者  

・ 課 税 世 帯 に 属 す る 者 （ 当 該 世 帯 に 係 る 市 町

村 民 税 の 所 得 割 の 額 が ， 当 該 支 給 決 定 障 害 者

等 が 障 害 者 の 場 合 に あ っ て は ， １ ６ ０ ， ０ ０

０ 円 未 満 で あ る も の ， 障 害 児 の 保 護 者 の 場 合

に あ っ て は ， ２ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 未 満 で あ る も

の に 限 る 。 （ 以 下 「 特 定 所 得 割 課 税 世 帯 者 」

と い う 。 ）  

    ０円 

課 税 世 帯 に 属 す る 者 （ 特 定 所 得 割 課 税 世 帯

者 を 除 く 。 ）  

３７，２００円 

備考 

１ この表において「非課税世帯」とは，当該地域生活支援サービスの支給決

定日の属する年度（４月から６月までの間にあっては，当該年度の前年度。

ただし，市長が必要と認める場合は，市長が別に定める年度。以下同じ。）

において市町村民税の所得割が非課税である世帯をいう。 

２ この表において「課税世帯」とは，当該地域生活支援サービスの支給決定

日の属する年度において市町村民税の所得割が課税である世帯をいう。 

３ この表並びに備考１及び備考２において「世帯」とは，当該支給決定対象

者等が障害者である場合にあっては当該支給決定障害者及びその配偶者とし，

障害児の保護者である場合にあっては，当該支給決定障害児と同一の世帯に

属する者（単身赴任等により別居する親を含む）とする。 

４ 市町村民税の所得割の額（ 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ）

第 ３ １ ８ 号 に 規 定 す る 賦 課 期 日 に お い て 指 定 都 市 （ 地 方 自 治 法

（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ５ ２ 条 の １ ９ 第 １ 項 の 指 定 都 市

を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者

で あ る と き は ， こ れ ら の 者 を 指 定 都 市 以 外 の 市 町 村 の 区 域 内 に 住

所 を 有 す る も の と み な し て ， 算 定 す る 所 得 割 の 額 ） ） を算定する場



合においては，「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等（厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。）に係る取扱いについ

て」（平成２４年６月２５日付障発０６２５第１号厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長通知）に基づいて行うものとする。 

 


